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目　次

（１）人権問題全般について
質問１　あなたは、人権・同和問題に関心を持っていますか 
質問２　あなたは、今、自分の人権が守られていると思いますか
質問３　あなたはこの５年以内に、他人の人権を傷つけたことがあると思いますか
質問４　あなたはこの５年以内に、人権侵害を受けたことがありますか
質問５　あなたがこの５年以内に、受けたり、見たり、聞いたりした印象に残る人権侵害は
　　　　どのような内容ですか
質問６　あなたがこの５年以内に、人権侵害を受けたり、見たり、聞いたりする中で最も印象
　　　　に残る人権侵害はどのような場面ですか
質問７　もし、あなたが人権侵害を受け、自分ひとりでは解決できないと判断したときに
　　　　どうしますか
質問８　あなたは結婚や就職のときに、その相手方などの身元調査や信用調査をすることに
　　　　ついてどうお考えですか
質問９　佐賀市では平成26年７月から本人通知制度を導入しています。本人通知制度を
　　　　知っていますか

（２）様々な人権問題について
質問10　今の社会には、人権にかかわるいろいろな問題がありますが、あなたが関心のある
　　　　もの、重要と思われるものを選んでください
質問11　女性の人権についておたずねします
質問12　子どもの人権についておたずねします
質問13　高齢者の人権についておたずねします
質問14　障がいのある人の人権についておたずねします
質問15　外国人の人権についておたずねします
質問16　災害（地震や大雨など）に伴う人権問題についておたずねします
質問17　性的指向・性自認（ＬＧＢＴｓ）などに関する人権侵害の問題についておたずね
　　　　します
質問18　インターネットによる人権侵害の問題についておたずねします
質問19　新型コロナウイルス感染症に伴う人権問題についておたずねします
質問20　人権・同和問題の解決のために、最も効果的であるとあなたが思うのはどれですか
質問21　あなたは平成28年４月に施行された「障害者差別解消法（障害を理由とする差別
　　　　 の解消の推進に関する法律）」を知っていますか
質問22　あなたは平成28年６月に施行された「ヘイトスピーチ対策法（本邦外出身者に対す
　　　　 る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律）」を知っていますか
質問23　あなたは平成28年12月に施行された「部落差別解消推進法（部落差別の解消の
　　　　 推進に関する法律）」を知っていますか
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Ⅱ　調査結果

（３）同和問題（部落差別）について
質問24　あなたは旧同和地区に生まれた人たちや住む人たちに対して、今でも差別が
　　　　続いていることを知っていますか
質問25　あなたが、同和問題（部落差別）についてはじめて知ったのはいつごろのこと
　　　　ですか
質問26　あなたが、同和問題（部落差別）についてはじめて知ったきっかけは次のうち
　　　　どれですか
質問27　あなたは同和問題（部落差別）に関して、現在どのような問題が起きていると
　　　　思いますか
質問28　仮に、あなたが日頃から親しくつきあっている近所の人や職場の人が旧同和
　　　　地区出身の人であるとわかったとき、あなたはどうしますか
質問29　仮に、あなたのお子さんが結婚しようとしている相手が旧同和地区出身の人で
　　　　あることがわかったとき、あなたはどうしますか
質問30　あなたは旧同和地区出身の人がどうして差別されるようになったと思いますか
質問31　同和問題（部落差別）の解決について、あなたはどうお考えですか
質問32　あなたは同和問題（部落差別）を解決するためには、今後どのようなことが必要
　　　　だと思いますか

（４）啓発活動について
質問33　人権・同和問題を正しく理解してもらうために各種の啓発活動を行っています
　　　　が、あなたは見たり、聞いたり、読んだり、参加したりしたことがありますか
質問34　あなたは人権・同和問題に関する研修会・講演会・大会などに参加したことが
　　　　ありますか
質問35　参加したことがある人は、それぞれどんな会場ですか
質問36　参加しなかった理由は何ですか
質問37　人権・同和問題の理解を深めるために、最も効果的であるとあなたが思うのは
　　　　どれですか
質問38　佐賀市では人権・同和問題について各種啓発を行っていますが、あなた自身の
　　　　人権意識についてどう思いますか

（５）あなた自身のことについて
Ｑ１　あなたの年齢は
Ｑ２　あなたのお住まいの地域は
Ｑ３　あなたの職業は

◎佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
◎人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
◎世界人権宣言  
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Ⅰ　人権・同和問題に関する市民意識調査の概要

Ⅱ　調査結果と課題

（１）人権問題全般について

（２）様々な人権問題について

佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

（１）調査の目的

（４）集計による補正係数

（５）留意事項

（２）調査の概要

（３）留意事項

　質問１　あなたは、人権・同和問題に関心を持っていますか。（○は１つ）
※人権・同和問題とは、同和問題をはじめとする女性、子ども、障がいのある人、高齢者、外国人への
　偏見や差別、インターネットによる人権侵害などの様々な人権問題です。

　質問２　あなたは、今、自分の人権が守られていると思いますか。（○は１つ）

　質問３　あなたは、あなたはこの５年以内に、他人の人権を傷つけたことがあると思いますか。
　　　　　（○は１つ）

　質問10　今の社会には、人権にかかわるいろいろな問題がありますが、あなたが関心のある
　　　　　 もの、重要と思われるものを選んでください。（○はいくつでも可）

※働く人に関する問題（各種ハラスメント《セクハラやマタハラ、パワハラ》や長時間労働など）を含みます。

（３）啓発活動について

２　調査報告書の活用について

表１　調査の概要

表３　補正係数

調査地域

調査対象

抽出者数

抽出方法

調査方法

調査時期

回収結果

旧市町村 対象人口 人口比 抽出者数 補正係数 補正抽出者数 補正構成比

佐賀市全域

市内に居住する18歳以上の男女

3,500人

旧市町村ごとに住民基本台帳から年齢階層別に無作為抽出

郵送による配布、郵送による回収

令和2年9月1日～10月15日

回収数　1,095人/　回収率　31.3％

旧佐賀市

旧諸富町

旧大和町

旧富士町

旧三瀬村

旧川副町

旧東与賀町

旧久保田町

佐賀市

16,355人

1,127人

2,256人

430人

140人

1,753人

826人

812人

23,699人

1,750人

230人

410人

210人

140人

340人

210人

210人

3,500人

131,310人

9,050人

18,109人

3,449人

1,124人

14,075人

6,632人

6,523人

190,272人

9.346

4.901

5.501

2.046

1.000

5.156

3.934

3.869

69.0％

4.8％

9.5％

1.8％

0.6％

7.4％

3.5％

3.4％

100.0％

69.0％

4.8％

9.5％

1.8％

0.6％

7.4％

3.5％

3.4％

100.0％
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この冊子は、1部あたり203.04円で作成しています。
(ただし人件費など間接経費は含まれていません。)

　佐賀市では、「佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」を制定するとともに「第２次

佐賀市総合計画（後期基本計画）」において「人権尊重の確立」を重要施策として位置づけて

います。また、平成31年３月に改訂しました「佐賀市人権教育・啓発基本方針」のもと、「す

べての人の人権が尊重され、共に支え合い、共に生きることができる『共生社会の実現』」を

めざして、市民の皆様と一体となった人権・同和教育、啓発事業に取り組んでいます。

　この「人権・同和問題に関する市民意識調査」は、市民の人権・同和問題についての意識状

況を明らかにすることによって、今後の人権・同和教育、啓発事業の効果的な推進を図ること

を目的として、昭和61年度から５年毎に実施しています。

・比率はすべてパーセントで表し、小数点第２位を四捨五入して算出しました。そのため、

　合計が100％にならない場合があります。

・比率は、各質問の「件数」を基数として算出しています。

・複数回答が可能な質問においても、比率算出の基数は「件数」とし、該当する選択肢に

　○印をつけた人が全体からみて何％なのかという見方をしました。したがって、各選択肢

　の比率を合計すると100％を超える場合があります。

・表記の関係上、質問項目を短縮して表示しています。

　今回実施したアンケート調査は、調査対象者の抽出率が旧市町村ごとに異なっています。そ

こで佐賀市全体としての意見を把握するために、旧三瀬村を1.00として以下の補正係数を乗じ

て集計分析を行いました。

　なお補正係数は、補正した抽出者数の構成比が旧市町村の調査対象の人口構成比と同じにな

るような値を設定しています。

・比率はすべてパーセントで表し、小数点第2位を四捨五入して算出しました。そのため、合計

　が100％にならない場合があります。

・比率は、各質問の「件数」を基数として算出しています。

・複数回答が可能な質問においても、比率算出の基数は「件数」とし、該当する選択肢に○印を

　つけた人が全体からみて何％なのかという見方をしました。したがって、各選択肢の比率を合

　計すると100％を超える場合があります。

・表記の関係上、質問項目を短縮して表示しています。

・今回の調査結果は、旧市町村の回答数に上記表3の補正係数を乗じた値（小数点第1位を四捨

　五入して整数値とする）の割合となっています。

・属性に関する質問項目については、補正係数による補正を行わず実数を集計しています。
毎月11日は「人権を考える日」です。
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　人権・同和問題について、「非常に関心がある」と「ある程度関心がある」と答えた人の合計

74.0％で、前回よりも8.6ポイント高くなっています。特に「ある程度関心がある」と答えた人が

61.7％と高い割合を示しています。年代別に見ると「18～29歳」の80.6％の人が、人権・同和問

題に関心があると答えています。一方、「あまり関心がない」「関心がない」と答えた人の合計は

24，5％です。

　人権・同和問題に関心のない人が一定数います。今後もあらゆる年代において人権・同和問題の

関心が高まるように取り組んでいく必要があります。

　昭和４０（１９６５）年８月１１日、「同和問題は人類普遍の原理である人間

の自由と平等 に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に

かかわる課題である。」とした「同和対策審議会答申」が出されました。 

　佐賀市では、平成１２（２０００）年８月から毎月１１日を「人権を考える

日」と定め、地域や職場、学校、家庭で人権について考える機会をつくり、理解

と認識が深まるよう啓発を行っています。

ひとりで悩まず相談ください。

・みんなの人権１１０番（法務局）　　　　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

・子どもの人権１１０番（法務局）　　　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

・女性の人権ホットライン（法務局）　　　０５７０－０７０－８１０（ナビダイヤル）

　　平日（年末年始除く）８時半～１７時１５分

・インターネット人権相談受付窓口（法務局）　　https://www.jinken.go.jp/

・人権啓発センターさが（佐賀県）　　　　　　　０９５２－２５－７２２９

　　平日（年末年始除く）９時～１７時

・人権心配ごと相談（佐賀市）　　　　　　　　　０９５２－４０－７０８５（問）

　　毎週火曜日 １３時半～１６時半

　　佐賀市役所 本庁1階 市民相談コーナー

　　※支所は月1回程度

セクハラやマタハラ、パワハラ

　セクハラとはセクシュアルハラスメントの略で、性的な言動が行われ、拒否し

たことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなったりすることです。

マタハラとは、マタニティハラスメントの略で、妊娠や出産、育児を理由として

精神的・身体的苦痛を与えることです。

　パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職務上の優位性を背景に、業務の

適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたり

する行為のことです。

　これらのハラスメントは職場における人権問題として社会的な関心を寄せられ

ますが、職場を離れた地域社会の中でも見受けられます。

人権擁護委員とは？

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めた

りする啓発活動をしている民間の方々です。

　人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め，地域の中で人権が侵害さ

れないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもの

で，諸外国に例を見ない制度として発足しました。

　人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約１４，０００人が法務大臣から委嘱され、全国

の各市町村に配置されています。佐賀市には２３人（令和３年３月現在）の方々が積極的

な人権擁護活動を行っています。

　自分の人権が「十分守られている」、「ある程度守られている」と答えた人の合計は91.1％と高

い割合を示しています。一方、「あまり守られていない」と「守られていない」と答えた人の合計

は7.4％で、人権が守られていないと感じている人がいます。

　他人の人権を傷つけたことが、「あると思う」と「あるかもしれない」と答えた人の合計は

44.9％です。一方で、「傷つけたことはないと思う」と答えた人は53.4％となっており、前回

（31.3％）より22.1ポイント増加しています。

　
第１条　この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国
憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である
部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、根
本的かつ速やかに部落差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって人権尊重を基調とする明るく住
みよい佐賀市の実現を目指すことを目的とする。

第２条　市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高
揚に努めるものとする。

第３条　すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる
差別をなくすための施策に協力し、自らも差別を助長するような行為をしないよう努めるもの
とする。

第４条　市は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために人権擁護
意識の普及、高揚等の必要な施策について、市民及び関係団体と協力の上、推進に努めるもの
とする。

第５条　市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力を密にし、充実した人権教
育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるも
のとする。

第６条　市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための諸施策を効果的に推進するた
め、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

第７条　部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、佐賀市
部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
２ 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

第８条　この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則 
この条例は、公布の日から施行する。

（財政上の措置）

（施行期日）

（見直し）

　　 
第九条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に
係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

　　　附　則 

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の
属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。 

第二条　この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律
第百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策
の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直
しを行うものとする。

　最も多かった答えは「新型コロナウイルス感染症に伴う人権問題」（51.9％）で半数を占めてい

ます。次いで「障がいのある人」（46.9％）、「インターネットによる人権侵害」（46.7％）「働

く人に関する問題」（44.1％）の順で比較的高い関心が示されています。

　身近で関わりのある人権問題への関心が高くなる傾向にあります。今回調査の実施期間中に、

新型コロナウイルス感染症に感染した人や医療従事者、その家族等に対する誹謗中傷が報道されま

した。また、インターネット配信番組の中での出演者のふるまいに対しネット上での暴言・中傷が

相次いだことで、その出演者が自殺に追い込まれる事件が起きました。こうした社会的な関心事が

調査結果に影響していると考えられます。

　様々な人権問題について、「自分ごととして」考える教育・啓発が求められます。

　研修会などの参加について「参加したことがない」と答えた人は6割以上を占め、前回から

大きく増加しています。参加しなかった主な理由としては、「開催自体知らなかった」「内容

に興味が持てない」があげられていますが、最も効果的な啓発活動については、「新聞・テレ

ビ・ラジオでの啓発活動の充実」「市報『さが』の特集号で啓発」「地域の研修会・学習会活

動の充実」と答えた人が多くいます。

　まずは「開催自体知らなかった」人には各種メディアや市民活動団体への情報提供のあり方

を工夫し、より多くの人に人権・同和問題に関心を持ってもらい、正しく理解してもらうよう

な啓発活動を行っていきます。

　本調査報告書では、現状分析や前回調査との比較を行い、これから取り組むべき人権・同和

問題に対する考察を加えました。調査結果をとおして、市民の人権・同和問題に関する理解や

考え方、行動の傾向を知る手がかりを得ることができました。また、啓発をすすめていく上で

の注意点や課題を把握することもできました。

　同和問題をはじめあらゆる差別の解消に向け、また、市民の人権意識のさらなる向上のため

に、この調査報告書を十分に活用し、佐賀市の人権・同和問題に対する教育および啓発活動の

推進に役立てていくように考えています。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（定義）

（基本理念）

（国の責務）

（地方公共団体の責務）

（国民の責務）

（基本計画の策定）

（年次報告）   

第二条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をい
い、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を
深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

 
第三条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他
の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、
これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性
の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 

 
第四条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 
第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏
まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

第六条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄
与するよう努めなければならない。 

第七条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人
権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

第八条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての
報告を提出しなければならない。 
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　質問４　あなたはこの５年以内に、人権侵害を受けたことがありますか。（○は１つ）

　質問５　あなたがこの５年以内に、受けたり、見たり、聞いたりした最も印象に残る人権侵害
　　　　　はどのような内容ですか。（○は１つ）

　人権侵害を受けたことが「ある」と答えた人の割合は12.5％となっており、前回（10.2％）から

2.3ポイント増加しています。

　人権侵害が起きないように今後も継続して人権教育・啓発に努めていかなければなりません。

　最も多かった答えは「うわさや悪口」（32.7％）で、次いで「各種ハラスメント」（14.6％）、

「いじめや嫌がらせ」（8.9％）の順となっています。「各種ハラスメント」は前回より11.9ポイン

ト増加しています。
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　質問６　あなたがこの５年以内に、人権侵害を受けたり、見たり、聞いたりする中で最も印象
　　　　　に残る人権侵害はどのような場面ですか。（○は１つ）

　質問７　もし、あなたが人権侵害を受け、自分ひとりでは解決できないと判断したときにどう
　　　　　しますか。（○は１つ）

　最も多かった答えは「職場」（20.9％）で、前回（16.0％）より4.9ポイント増加しています。

次いで「インターネット上」（19.6％）、「地域社会や公共の場」（19.5％）の順となっていま

す。

　質問５に対する回答で「各種ハラスメント」が増えていること、質問６では人権侵害が「職場」

で多く見受けられていることが調査結果にあらわれています。企業や事業所向けの人権教育・啓発

が求められています。

　最も多かった答えは「家族や親戚に相談」（33.4％）、次いで「友人や知人に相談」（22.3％）

となっています。一方、人権問題の専門的な相談先として「法務局や人権擁護委員」の存在を認知

している人は６％で、「何もしない、がまんする」と回答した人が6.3％です。

　「法務局や人権擁護委員」等の相談窓口があることを周知することが必要です。

※前回調査の「家族や親戚、友人や知人への相談」は、今回調査では
　「家族や親戚に相談」、「友人や知人に相談」の２つの項目に分けて
　調査しました。
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無回答

6.4 19.5 19.6 20.1

3.21.91.1

20.9

3.9

3.4

4.8

28.4 9.3 16.0

4.1 6.8

16.7

5.0

8.9

学校

福祉・医療サービス

ない

地域社会や公共の場

行政手続きや行政の場

その他

地域社会や
公共の場
19.5％

家庭
6.4％

無回答
3.4％

ない
20.1％

その他
3.2％

職場
20.9％

インター
ネット上
19.6％

行政手続きや
行政の場 1.1％

学校
3.9％

福祉・医療
サービス 1.9％

0％                     25%                     50%                     75%                   100%

33.4

4.3

9.9 5.6

5.33.7

6.3

1.2

22.3 6.0 2.1

53.3 7.68.515.6

2.0

1.8

1.8

6.8

2.6

友人や知人に相談

行政に相談

弁護士に相談

民間の相談窓口に相談

その他

家族や親戚に相談

学校や職場に相談

警察に相談

法務局や人権擁護委員に相談

何もしない、がまんする

無回答

　質問８　あなたは結婚や就職のときに、その相手方などの身元調査や信用調査をすることにつ
　　　　　いてどうお考えですか。（○は１つ）

　質問９　佐賀市では平成26年７月から本人通知制度を導入しています。
　　　　　本人通知制度を知っていますか。（○は１つ）

　「絶対やめるべきだ」と「やめた方がよい」と答えた人の合計は44.9％で、「やむを得ないこと

だ」と「必要なことだ」の合計の28.0％を上回っています。また、「わからない」は21.7％です。

　身元調査や信用調査について、肯定的に考える人が全体の３割弱となっています。一方、「わか

らない」と回答した人が２割います。身元調査や信用調査は差別につながることを啓発する必要が

あります。

　「知らない」（78.5％）と答えた人が全体の８割弱を占めています。　　　

　個人情報の悪用による人権侵害を抑止するために、本人通知制度があります。この制度を知って

いる人は前回の調査時では24％、今回は19.5％に減少しています。自分の個人情報を守るための制

度であることを周知していくことが必要です。　

※本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などを本人等からの委任状
を持参した代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対
してその交付した事実を通知する制度です。

0％                     25%                     50%                     75%                   100%

絶対にやめるべきだ

必要なことだ

無回答

8.4 36.5 20.1 21.7 2.5

2.8

8.0 33.6 29.3

7.9

6.2 17.4 1.8

3.7

やむを得ないことだ

その他

やめた方がよい

わからない

0％                     25%                     50%                     75%                   100%

19.5 78.5 1.9

24.0 74.5 1.5

無回答知らない知っている

　前回調査から5年経過しています。人権問題への関心は高まっているものの人権意識は前回

調査とあまり変わっていないことから、人権問題を自分の問題として捉えていくことが必要と

なってきます。時代の変化に伴いインターネット上での人権侵害など新しい人権問題が起きて

いますが、長い間取り組んできた同和問題についても残念ながら解決されていません。このよ

うな現状を踏まえ、市民全体の人権意識の高揚を図り、今後もより効果的な教育・啓発に努

め、すべての人の人権が尊重され、共に支え合い、共に生きることができる「共生社会の実

現」を推進していかなければなりません。

　人権問題に「関心がある」(65.4%)、自分の人権について「守られている」(88.1%)という

肯定的な回答が多い結果となっています。しかし、一方で、人権侵害を受けたことがあると感

じている人は10.2%と10人に1人の割合となっています。この人権侵害については、「地域社

会や公共の場」「インターネット上」「職場」で目にしたり、体験した人が多く、自分一人で

解決できないときには半数以上の人が「家族や親戚、友人知人」に相談しています。「何もし

ない、がまんする」人も見受けられます。

　このようなことから、人権を守るためには社会全体で人権問題について正しい認識を持つこ

とが大切となります。万一、人権侵害が起きた場合、自分の問題として捉えるような人権意識

を多くの人が持つことも重要です。そのためには人権意識が高まるような教育・啓発を行うこ

とが大切で、あわせて、身近に安心して人権に関する相談窓口があることを広く市民へ周知し

ていかなければなりません。

　同和問題について、今も差別が続いていることを「知っている」と答えた人は全体の約7割

を占めています。また、子どもの結婚相手が同和地区出身と知ったときの対応として、「子ど

もの意思を尊重する」(64.3%)、「結婚に反対」「わからない」と答えた人は32.8％います。

現在の同和問題については、「結婚問題」「身元調査」「就職や職場での不利な扱い」と感じ

ている人が多く、自分に関わったときにこのような問題に直面しています。同和問題の解決に

ついては約3割の人が「そっとしておくのがよい」と答えています。

　同和問題を解決するためには継続的な学習が必要です。「そっとしておく」のではなく同和

問題を正しく学ぶことで解決への道が示されることから、生涯に渡り学習できる機会を提供し

ていくように努めなければなりません。

Ⅵ　まとめ

１　調査結果の概要について

（１）人権問題について

（２）同和問題について

( )人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（目的）

平成十二年十二月六日
法律第百四十七号

　 
第一条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、
信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の
情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及
び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資すること
を目的とする。

　質問11　女性の人権についておたずねします。
　　　　　 あなたが女性に関することがらで、特に問題があると思われるのはどのようなこと
　　　　　 ですか。（○は３つまで）

　質問12　子どもの人権についておたずねします。
　　　　　 あなたが子どもに関することがらで、特に問題があると思うのはどのようなこと
　　　　　 ですか。（○は３つまで）

　※子どもとは児童福祉法に基づく満18歳に満たない者です。

　おもな部落差別（「部落」と見なされた地域の出身者・居住者に対する差別）として、以下が挙げ
られる。ⓐ結婚差別（部落出身者と非出身者の結婚は増加しているが、結婚に際して周囲から反対・
妨害に遭うケースは減っていない）、ⓑ就職差別（近時は改善してきたが、企業が、部落の所在等が
掲載された『部落地名総鑑』を購入して社員の採否の材料に用いていた）、ⓒ教育差別（部落出身者
の子どもの高等教育進学率は、非出身者と比べて遜色が無くなってきているが、学力格差は依然とし
て解消しきれていない）、ⓓ無根拠な偏見の流布（いずれも事実無根である「部落では近親婚が多い
ため障害者が多い」「部落出身者は、江戸期の賤民の血筋を引いている」「部落では犯罪率が高い」
等の偏見・誤解とそれにもとづく不当な異質視は収まっていない）、そして、ⓔネット空間における
差別（部落所在地とされる情報や、部落出身者に対する賤称、上記ⓓのような誤解・偏見がＳＮＳ等
に書き込まれたり、上記ⓒの『部落地名総鑑』がネット上に掲載されたりするなど）、である。

　部落差別解消推進法は、まさに部落差別の新局面ともいえるⓔネット空間における差別という問題
を強く意識しつつ、部落差別の解消に向けた決意を改めて宣誓するものである。立法の「目的」を記
した同法第１条では、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に
関する状況の変化が生じていることを踏まえ」と現状認識を示した上で、「部落差別の解消を推進
し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする」と述べられている。

　市民意識調査では、【質問２３】において、部落差別解消推進法を知っているかについて尋ねてい
るが、「知らない」および「聞いたことはあるが内容までは知らない」が、ここでも８割を超えてい
る（８５．７％）。また、本調査の第Ⅳ部（【質問２４】～【質問３２】）では、特に部落差別問題
に焦点を合わせた一連の設問を置いている。部落差別の現況を問うた【質問２７】を見ると、前述し
た結婚差別、就職差別、身元調査、インターネット上を含めた差別的言動など、差別の態様について
的確に認識されていることがうかがわれる。加えて、親しい知人や同僚が「部落出身者」であること
が分かった場合（【質問２８】）や、わが子が「部落出身者」と結婚しようとしている場合（【質問
２９】）にも、それを理由として特に態度を変えたりしないと考える人が多数を占めていることも心
強い結果ではある（ただし、後者【質問２９】については「わからない」という回答が２割あること
には留意を要する）。しかし他面、【質問２４】を見ると、部落差別が今も続いていることについて
知っているかという質問に対して、「よく知っている」と「少しは知っている」の比率が前回比７．
７ポイント減少の６０．７％になり、逆に「まったく知らない」は前回より８．３ポイント増加して
３７．０％に昇っており、この部落問題を「知らない」割合の高まりはおおいに懸念されるところで
ある（なお前回調査は、２０１５年実施）。確言はできないものの、【質問２６】において、部落差
別を知ったきっかけとして、「家族」がはっきりと増えた反面で、「学校の授業」が（選択肢の中で
は最多ではあるけれども）微減している結果と考え合わせると、小中高校等の人権学習において、部
落問題を取り上げる教育力が減退している可能性もある。教育委員会を含めた行政としても、研修会
の開催や解説リーフレット等の作成・配付など、学校の人権学習を後押しするための支援策を検討す
べきであろう。

　前節では「２０１６年人権３法」を糸口として、障害者の人権、ヘイトスピーチ、部落差別につい
てはやや詳論したので、本節では、それ以外の人権課題について、いくつかピックアップして瞥見し
ておこう。

　まず、ジェンダー／セクシュアリティに関わる質問項目を見ておこう。前者「ジェンダー」とは、
各人の性別（おもに戸籍上・身体上の性別）にもとづいて、それが女性だから／男性だからという理
由で、その人の生き方に一定の枠をはめようとする意識・慣習・制度をいう。一般には「女ならば○

○して当然だ」とか、「男のくせに△△するなんて許されない」などと言われるときに、その基に
なっている見方のことである。他方、後者「セクシュアリティ」とは、個人ごとに多様な「性のあり
方」をいう。その主要な要素として、各人が自分自身の性別をどのように意識・自覚しているかとい
う「性自認」、自分の恋愛感情や性的欲求がどの性別の人に向かうか（あるいは向かわないか）とい
う「性的指向」などが含まれる。

　【質問１１】では「女性の人権」について、選択肢のなかから「特に問題があると思われるもの」
を選んでもらっている（複数回答）。もっとも回答割合が多かったのは、前回調査と同様「家庭・職
場・地域での男女の固定的な役割分担意識をおしつけること」（４３．１％）であった。この選択肢
に言われている「男女の固定的な役割分担意識」が、まさに「ジェンダー」であり、その典型が「夫
が外で働き、妻が家を守るべきだ」という考え方である。前年度（２０１９年度）に本市で実施され
た男女共同参画に関する市民意識調査によれば、実に市民の７割（７０．３％）までが、この「夫が
外で働き、妻が家を守る」という考え方に対して、否定的な意見（「反対」「どちらかといえば反
対」）を持っている。しかし、平日の家事従事時間についての回答を見ると、女性の半数以上（５
４．５％）が「２時間以上」家事をおこなっている反面、男性の４分の３（７４．６％）までが「１
時間未満」しか家事をやっていない、という明白な対比がある。タテマエでは〝もはや「男が働いて
稼ぎ、女はもっぱら家事・育児・介護をする」なんて時代遅れだ〟と分かっていても、しかし実態と
しては「男女の固定的な役割分担（意識）」が今なお根強く残っていると言わざるをえない。

　この「男女の固定的な役割分担意識」（ジェンダー）は、同じ【質問１１】のなかで一定の回答割
合を占めている「職場における採用時や昇進・昇格等の差別待遇」（２６．５％）や「政策や方針を
決定する過程に女性が十分参画できない」（１４．２％）にも直接的に関わっている。〝女性は家庭
（家事・育児・介護）〟という固定的な性別役割意識（ジェンダー）が足かせになるために、女性が
政治家として選挙に立候補したり、会社でキャリアを積んで課長や部長に昇進したりすることが少な
くなるのであり、そのように女性が政治や企業トップに少ない現実によって、「政治は男の仕事」
「会社の上司といえば男性」という世間の見方をますます再強化してしまうのである。つまり悪循環
だ。国際的な男女共同参画の進捗指標（世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャップ指数」）におい
て、日本は、２０１８年が１１０位（１４９か国中）、２０１９年が１２１位（１５３か国中）と、
世界的にもきわめて下位に沈んだままである。

　【質問１７】では、ＬＧＢＴなど性的少数者に対する人権侵害について尋ねている。性的少数者と
は、前述の「セクシュアリティ」にかかわる少数者をいう。社会では、性自認に関して、戸籍上（身
体上）の性別と（まったく／おおむね）合致した性自認を有している人が多数派とされる。また、性
的指向について、異性のみに恋愛感情や性的欲求をいだく人が多数派とされる。この点、ⓐ戸籍上
（身体上）の性別と、自分が意識・自覚する性別（性自認）が一致せず、戸籍上（身体上）の性別に
違和感があって、自分の性自認に即した生き方を望む人たち（Ｔ：トランスジェンダー［性別違和
者］）。ⓑ自分の性自認と同じ性別の人（同性）に恋愛感情や性的欲求をいだく人たち（Ｌ：レズビ
アン［女性同性愛者］、Ｇ：ゲイ［男性同性愛者］、Ｂ：バイセクシュアル［性愛の対象が同性と異
性の両方である両性愛者］）。これらⓐとⓑの、いずれかの（または双方の）特徴のセクシュアリ
ティの人たちが、性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）である。なお、性的少数者には、ＬＧ
ＢＴ以外のタイプ人もいる。性（セクシュアリティ）の多様性に留意しておきたい。

　本問では、ＬＧＢＴなど性的少数者に対する「理解不足や誤解偏見」を選ぶ人が最多を占めた。特
に、アメリカ、フランス、イギリスという有力国において、同性カップルの法律上の結婚である「同
性婚」を認める立法や裁判が相次いだ２０１３年前後を皮切りに、日本のテレビ・新聞などでも「Ｌ
ＧＢＴ」という言葉を頻繁に見聞きするようになった。また、２０１５年には東京都渋谷区が、全国
に先駆けて「同性パートナーシップ証明制度」を始めて話題になった。そうした効果もあって、以前
に比べれば、少なくとも「ＬＧＢＴ」という言葉を知っている人はずいぶん増えてきた印象がある。
だが、その意味内容や、性的少数者の置かれた状況や困難まで了解している人は、まだまだ多いとは
言えない。

　同問の選択肢になっている「本人の了解をえずに性的指向を他人に伝えること（アウティング）」

Ⅲ．そのほかの大事な人権課題のいくつかについて

（イ）ジェンダー／セクシュアリティをめぐって

でも深刻な被害が生じている。当事者本人の同意の無いまま、無断でその人のセクシュアリティ（性
的指向や性自認）を暴露する行為を「アウティング」というが、性的少数者に対する人権侵害行為の
中でも特に許されないものの一つである。自分の性的指向や性自認を他人に無断暴露されたアウティ
ング被害について、性的少数者の４分の１（２５％）までが経験しているという調査結果もある。

　ＬＧＢＴなど性的少数者に対する人権侵害として、この【質問１７】では、上記の「アウティン
グ」のほかに、「職場や学校等で嫌がらせやいじめがあること」や「悪意のある噂や差別的言動があ
ること」も選択肢とされている。この点、２０２０年６月に施行された「改正労働施策総合推進法」
が注目される（２０１９年５月制定）。同法は、通称「パワハラ規制法」と呼ばれている。職場にお
けるパワーハラスメントを「優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業
環境を害する」行為と定義し、こうしたパワハラ行為を禁止することを主旨とする法律である。この
パワハラ規制法（改正労働施策総合推進法）に関する厚生労働省の指針（２０２０年１月）では、パ
ワハラに該当する「精神的な攻撃（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言）」の一例として「人格を否
定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む」と
明記された。加えて「個への侵害（私的なことに過度に立ち入ること）」の一例として「労働者の性
的指向・性自認……等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
こと」も明示された。すなわち、相手の性的指向や性自認を侮辱や嘲笑の対象にするような行為（典
型的には、同性愛者を笑いのタネにする〝ホモネタ〟や、戸籍上の男性が女性的な装いや振る舞いを
することをからかう〝おかまネタ〟などが該当する）や、性的指向や性自認を無断暴露する「アウ
ティング」行為も、パワハラ行為の一種として法的にも禁止されたことを意味する。パワハラ規制法
は、ひとまず職場（企業）を対象としたものではあるが、性的指向や性自認に対する攻撃をふくめた
パワハラ防止の考え方は、学校や地域などでも広く実践されるべきものである。

　【質問１５】は「外国人の人権」に関して「特に問題があると思う」ものを選択肢から答える設問
（複数回答）である。回答割合が多かったのは「言葉や文化の違いから、社会とつながりにくいこ
と」（５４．３％）、「保健・医療・福祉、防災、教育等の生活に必要な情報がわかりにくいこと」
（３８．７％）であった。これに関して、２０２０年３月に文部科学省が発表した「外国人の子ども
の就学状況等調査結果」によれば、日本に住民票があり、小中学校の就学年齢に当たる外国籍の子ど
ものうち、学校に通っているかどうかが分からない「就学不明」の状態にある子どもが「２万２００
０人」あまりに昇る可能性があるという。外国人の子どもたちが学校に通えない（通わない）状態に
置かれている主要因の一つとして、満足な日本語教育を受けられないため、授業中に日本語でおこな
われる先生の説明や板書を理解することができず、教室に居たたまれなくなってしまう事情などがあ
るとされる。外国籍の子どもたちは日本の義務教育の対象では無いが、日本も批准している「国際人
権規約（Ａ規約：経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約）」の第１３条には「この規約の
締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める」と定められており、希望する外国人の子ども
たちに教育を提供することは国際法上の義務である。

　本問では「就職、職場で日本人より悪く扱うこと」を選んだ回答も多かった（前回比１１．０ポイ
ント増の２７．５％）。確かに、外国人労働者の多数を占めるのは、いわゆる「単純労働者」であ
り、労働権も充分に守られない不安定な就労を甘受させられている。１９８０年以降（特に１９９０
年の入国管理法の改定以後）に来日した外国人を「ニューカマー」と呼ぶが、ニューカマー外国人の
約２割までが、派遣社員など間接雇用で働いているとされる（これは日本全体の平均２．５％と比べ
て顕著に高い）。今般のコロナ禍によっても、相当数の外国人が失業や休業に追い込まれたことが危
惧されている。

　また、外国人の労働に関しては「技能実習生」制度が、特にアジア諸国出身の外国人実習生に、非
人間的な労働を強いてきた（いる）ことも知られている。最低賃金に遠く及ばない低報酬で働かされ
た上に、逃走防止のため通帳や印鑑、キャッシュカードから、果てはパスポートや携帯電話まで取り
上げられ、粗悪なアパート等で生活させられるような状況が各地に存在していた。引きつづき注視を
要する問題である（＊鈴木江理子「新型コロナウイルス感染症拡大と移民／外国人」前掲『ヒューマ
ン・ライツ』、安田浩一『ルポ差別と貧困の外国人労働者』光文社、2010年、ほか）。

（ロ）外国人の人権

　２０２０年５月に、ネット配信番組に出演していたある女子プロレス選手が自死した。出演者の一
人が、プロレスの衣装を誤って洗濯して使えなくしてしまい、そのことを理由に、同選手が相手を強
く非難する場面が放送された。このシーンをめぐって、ＳＮＳ上で「早く消えてくれよ」「吐き気が
する」といった暴言・中傷が相次ぎ、その選手は「毎日１００件近く率直な意見。傷付いたのは否定
できなかったから」と投稿した後、みずから命を絶ったとされる。コロナ禍の「緊急事態宣言」に
よって世の中が沈鬱とする最中に報じられたこの事件は、大きな衝撃とともに受け止められ、ＳＮＳ
上での暴力的な投稿が改めて社会問題化するきっかけとなった。

　今回の市民意識調査でも、さまざまな人権問題のなかから回答者が「関心のあるもの、重要と思わ
れるもの」を選択する【質問１０】において「インターネットによる人権侵害」を多くの人（４６．
７％）が選んでいる。さらに、「インターネットによる人権侵害」として「特に問題があると思われ
る」もの（複数回答）を尋ねた【質問１８】を見ると、このプロレス選手の事件で論点になった選択
肢が、前回よりも多く選ばれている。すなわち、「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現
等、人権を侵害する情報を掲載すること」（６５．６％）、「情報の発信者が匿名の場合が多いた
め、被害者が救済されにくいこと」（３７．０％）、「情報の発信者が匿名の場合が多いため、利用
者の倫理観が低下しやすいこと」（２９．８％）である。このうち、とりわけ二つめの選択肢は、前
回比で１０ポイント強の増加となっており、市民の関心の高まりがうかがわれる。

　この選択肢「情報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済されにくいこと」に関しては、
上述の事件などを受けて、関連法制度の改正が進められている。ネット上で匿名の誹謗中傷を受けた
被害者が投稿者を特定しやすくするための制度の見直しで、これによって、投稿者の氏名等を開示請
求する訴訟の負担が軽減され、被害者の救済と悪質な投稿の抑止を図ることがめざされている（２０
２１年の通常国会において関連法の改正が見込まれている）。

　なお、ネットの世界は、一見すると匿名のように感じても、実際には、さまざまな手法によって最
終的には個人（発信者・投稿者）が特定される点で、確実に〝足が付く〟場である。インターネット
にアクセスするたびに「ログ」と呼ばれる足跡（履歴）を残しているし、たとえ個人名や地域名など
を伏せて投稿しても、投稿時間のパターンや投稿内の言葉づかい、写真の背景、制服のデザインなど
から、投稿者個人が特定される（さらに場合によっては、投稿内容が問題視され、いわゆる〝炎上〟
する）ケースも少なくはない。自他の人権（個人情報や名誉など）に対して、現実の（リアルな）社
会と同様の慎重な配慮が必要だ。

（ハ）インターネットによる人権侵害

　上述した「ヘイトスピーチ」の問題を追跡してきたジャーナリストの安田浩一は、コロナ禍に乗じ
て、在日コリアンなど外国人に対する差別や排撃の動きが随所で噴出する状況を憂慮しつつ、そこに
「わずかな希望」も見出せるとして、次のように述べている。

たとえば東京や沖縄など各地で実施されたヘイトデモ・街宣──これらは〝やつら〟の思い通
りにおこなわれたわけではない。そこには必ず、ヘイトに反対する人々の姿があった。／差別
主義者が一〇〇人集まれば、その倍の人数が〝カウンター〟として沿道を埋める。ヘイトス
ピーチが路上で飛び交えば、即座に抗議の声がぶつけられる。（＊安田浩一「コロナ禍の差別
と排除」前掲『新型コロナウイルスと私たちの世界』）

ヘイトデモに抗議する多数の人たちは「カウンター」（対抗集団）と呼ばれている、この「カウン
ター」の主体は、ヘイトスピーチの対象にされた在日コリアンでは無く、いわゆる日本人である。ヘ
イトデモに立ち向かう「カウンター」の人たちは、「在日の人びとを守る」というよりは、むしろ
「差別に反対し、日本社会の公正さを守る」ことを任務として意識している、とも指摘される（＊神
原元『ヘイト・スピーチに抗する人びと』新日本出版社、2014年）。

　コロナ禍においても、同じような光明を見いだせるケースがあった。２０２０年の夏、運動部の寮
を中心に１００人を超える集団感染が発生した高校には、確かに感染者に対する心ない言葉も投げつ
けられた。しかし同時に「誹謗中傷が多数あると聞き心が痛みました。全国には皆さんのことを応援
してくれる人もたくさんいます」「病気には誰もがかかるもの。どうぞ皆様、愚かな人たちの愚かな
中傷を気に留められませんように」など、激励の手紙が多数届けられたという。同高校の校長は「全
体では中傷は１割にも達しません。世間には温かい目で見てくれる人も多いのだと知りました。それ
は希望でした」と語っている（＊毎日新聞２０２０年１２月３１日＜夜明けを待って／コロナ禍を歩
く（連載第１回）＞）。

　また、前節［Ⅲ－（ハ）］では、匿名による言葉の刃によって、時として誰かを自死にまで追い詰
めるような、負の側面に着目しておいたＳＮＳ（インターネット）であるが、このＳＮＳもまた、別
の場合には、差別に抵抗するための強力な〝武器〟となりうることがある。近時の好例は「＃ＭｅＴ
ｏｏ」運動であろう。「＃ＭｅＴｏｏ」運動は、アメリカを発信地として、２０１７年の秋ごろから
国際的な一大ムーブメントとなった。ハリウッド映画の大物プロデューサーによるセクハラ疑惑が新
聞報道されたことをきっかけに、セクハラや性暴力の被害を受けた女性たちが「私も（Ｍｅ Ｔｏ
ｏ）被害者だ」と名乗りでて加害者を告発する動きが、米国からヨーロッパ、アジアなどにも拡がっ
た。日本では、航空機の客室乗務員をはじめ、接客業や販売業、窓口業務といった業種において、ハ
イヒールやパンプスなど踵［かかと］の高い靴の着用が、一部の社内規則で女性社員に義務づけられ
ていることに異議を申し立てる「＃ＫｕＴｏｏ」運動（「靴」と「苦痛」をかけた命名）が２０１９
年以降、大きな反響と賛同を呼んでいる。このようにハッシュタグ「＃」を付してインターネット
（ソーシャル・メディア）を通じて拡がる社会運動は「ハッシュタグ・アクティヴィズム」とも呼ば
れている。人種差別や性差別に抗議する運動などにおいて広く活用されている。

　今回の意識調査結果の【質問２】では「あなたは、今、自分の人権が守られていると思いますか」
という問いに対して、９割超（９１．１％）の人たちが「守られている」（十分／ある程度）と回答
している。これは、過去５年以内に人権侵害を受けたことは「ない」人が８５．７％を占めた【質問
４】とも適合する結果である。

　だが、ひとまず「自分の身が守られている」という現状に安穏とするのでは不充分であるという気
がする。身近なところで／社会において、差別や偏見、排撃や抑圧にさらされ、人知れず困窮し、苦
吟する人たちがいる可能性にアンテナを張っておきたいものである。この点、この５年間に自分が他
人の人権を傷つけたことがあると思うかを尋ねた【質問３】において、「他人の人権を傷つけたこと
はないと思う」と回答した人が前回比２２．１ポイントも増えて５３．４％と過半数を占め、逆に
「他人の人権を傷つけたことがあると思う」「自分では気づかないが、傷つけたことがあるかもしれ
ない」という回答が、前回比２２．８ポイントも少ない４４．９％にまで激減しているのが、やや気
懸かりである。学校での「いじめ」問題においてよく指摘されるように、誰かが人権侵害に遭ってい
るにもかかわらず、それを見逃していたり、見て見ぬふりをしていたりするという、問題を看過した
り傍観することによる間接的な加担・関与を含めて、自己の（潜在的な）加害性に対して無自覚に
なっている可能性も否めない。

　在日コリアンに対するヘイトデモをおこなう集団が、聞くに堪えないような口汚い言葉を連呼する
只中で、そのデモ隊を圧倒する数の人たちが、「帰れ」「帰れ」「レイシスト（人種差別主義者）は
恥を知れ」と批判の声を上げたり、「（韓国と）仲よくしよう」や「差別はやめろ」といったプラ
カードを掲げて、デモ隊に向き合ったりするような光景が各地で見られるようになった。このように

Ⅳ．カウンターという希望──むすびに代えて

　とはいえ、【質問１】を見ると、「あなたは、人権・同和問題に関心を持っていますか」という問
いかけに、前回比８．６ポイント増の７４．０％の人たちが「持っている」（非常に／ある程度）と
答えており、人権課題に対する関心の高いことがうかがわれる。この人権・同和問題への関心から発

して、ぜひとも私たちも、差別に対抗する「カウンター」の戦列に加わりたい。とはいえ、いきなり
プラカードを持って街頭に出向くのは、ややハードルが高いかもしれない。それならば、中傷被害に
遭っている人に手紙を書いたり、差別や暴力を告発するＳＮＳの投稿に賛同するのも一策だ。それに
もなかなか手を出せないようであれば、まずは、地域・社会や自分の身の回りで起きている人権や人
格の尊厳を損なうような出来事を捕らえる感受力を研ぎ澄まし、それを周囲の人たちと話題にした
り、自分の中で義憤をたぎらせたりすることから始めてみよう。私たちのそれぞれが、それぞれの持
ち場とやり方において、前述の「差別に反対し、日本社会の公正さを守る」という〝カウンター的な
雰囲気〟を醸成していくことが、ウィズ／ポスト・コロナ時代の人権保障のために、ぜひとも必要で
ある。

ある
12.5％

無回答
1.8％

ない
85.7％

　最も多かった答えは「大人（保護者）が暴力による身体的虐待を行うこと」（60.0％）で、次い
で「子どもの間でいじめが行われていること」（41.5％）、「食事や健康管理等に取り組まない大
人（保護者）がいること」（39.3％）の順となっています。

　最も多かった答えは「男女の固定的な役割分担意識をおしつける」（43.1％）で、次いで「各種
ハラスメント」（37.7％）、「メールやインターネットでの悪質な書き込みや嫌がらせ」
（34.4％）の順となっています。また、「各種ハラスメント」（37.7％）が前回より5.9ポイント
増加しています。

暴力
4.6％

暴力
いじめや嫌がらせ
その他

脅迫や
無理強い
1.5％

脅迫や無理強い
プライバシー侵害
ない

差別的
扱い
7.9％

いじめ
や嫌が
らせ
8.9％

無回答
2.8％

ない
22.0％

その他
1.2％ 各種

ハラスメント
14.6％

プライバシー
侵害
3.8％

うわさや
悪口
32.7％

うわさや悪口
差別的扱い
各種ハラスメント
無回答

※今回調査の「差別的扱い」は前回調査では「差別待遇」、「各種ハラス
　メント」は前回調査では「セクシャルハラスメント」と いう項目で調査
　しました。

その他
1.2％ 無回答

2.1％

何もしない、
がまんする
6.3％

法務局や人権擁護
委員に相談
6.0％

民間の相談
窓口に相談
5.3％

弁護士に
相談
3.7％

警察に相談
5.6％

行政に相談
9.9％

学校や職場
に相談 4.3％

家族や親戚
に相談
33.4％

友人や知人
に相談
22.3％

絶対にやめる
べきだ
8.4％

無回答
2.5％

その他
2.8％

わからない
21.7％

必要な
ことだ
7.9％

やむを得ない
ことだ
20.1％

やめた方が
よい
36.5％

知っている
19.5％

無回答
1.9％

知らない
78.5％

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

　部落差別解消推進法は、２０１６年１２月に制定・施行された。部落差別とは、「『部落』の出身
者や居住者であることを理由として、特定の人たちを差別すること」をいう。つまり、本人の責めに
帰せられない「生まれ」（出自）による差別の一形態である。

（ハ）部落差別解消推進法
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目　次

（１）人権問題全般について
質問１　あなたは、人権・同和問題に関心を持っていますか 
質問２　あなたは、今、自分の人権が守られていると思いますか
質問３　あなたはこの５年以内に、他人の人権を傷つけたことがあると思いますか
質問４　あなたはこの５年以内に、人権侵害を受けたことがありますか
質問５　あなたがこの５年以内に、受けたり、見たり、聞いたりした印象に残る人権侵害は
　　　　どのような内容ですか
質問６　あなたがこの５年以内に、人権侵害を受けたり、見たり、聞いたりする中で最も印象
　　　　に残る人権侵害はどのような場面ですか
質問７　もし、あなたが人権侵害を受け、自分ひとりでは解決できないと判断したときに
　　　　どうしますか
質問８　あなたは結婚や就職のときに、その相手方などの身元調査や信用調査をすることに
　　　　ついてどうお考えですか
質問９　佐賀市では平成26年７月から本人通知制度を導入しています。本人通知制度を
　　　　知っていますか

（２）様々な人権問題について
質問10　今の社会には、人権にかかわるいろいろな問題がありますが、あなたが関心のある
　　　　もの、重要と思われるものを選んでください
質問11　女性の人権についておたずねします
質問12　子どもの人権についておたずねします
質問13　高齢者の人権についておたずねします
質問14　障がいのある人の人権についておたずねします
質問15　外国人の人権についておたずねします
質問16　災害（地震や大雨など）に伴う人権問題についておたずねします
質問17　性的指向・性自認（ＬＧＢＴｓ）などに関する人権侵害の問題についておたずね
　　　　します
質問18　インターネットによる人権侵害の問題についておたずねします
質問19　新型コロナウイルス感染症に伴う人権問題についておたずねします
質問20　人権・同和問題の解決のために、最も効果的であるとあなたが思うのはどれですか
質問21　あなたは平成28年４月に施行された「障害者差別解消法（障害を理由とする差別
　　　　 の解消の推進に関する法律）」を知っていますか
質問22　あなたは平成28年６月に施行された「ヘイトスピーチ対策法（本邦外出身者に対す
　　　　 る不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律）」を知っていますか
質問23　あなたは平成28年12月に施行された「部落差別解消推進法（部落差別の解消の
　　　　 推進に関する法律）」を知っていますか

Ⅰ　人権・同和問題に関する市民意識調査の概要

Ⅱ　調査結果

（３）同和問題（部落差別）について
質問24　あなたは旧同和地区に生まれた人たちや住む人たちに対して、今でも差別が
　　　　続いていることを知っていますか
質問25　あなたが、同和問題（部落差別）についてはじめて知ったのはいつごろのこと
　　　　ですか
質問26　あなたが、同和問題（部落差別）についてはじめて知ったきっかけは次のうち
　　　　どれですか
質問27　あなたは同和問題（部落差別）に関して、現在どのような問題が起きていると
　　　　思いますか
質問28　仮に、あなたが日頃から親しくつきあっている近所の人や職場の人が旧同和
　　　　地区出身の人であるとわかったとき、あなたはどうしますか
質問29　仮に、あなたのお子さんが結婚しようとしている相手が旧同和地区出身の人で
　　　　あることがわかったとき、あなたはどうしますか
質問30　あなたは旧同和地区出身の人がどうして差別されるようになったと思いますか
質問31　同和問題（部落差別）の解決について、あなたはどうお考えですか
質問32　あなたは同和問題（部落差別）を解決するためには、今後どのようなことが必要
　　　　だと思いますか

（４）啓発活動について
質問33　人権・同和問題を正しく理解してもらうために各種の啓発活動を行っています
　　　　が、あなたは見たり、聞いたり、読んだり、参加したりしたことがありますか
質問34　あなたは人権・同和問題に関する研修会・講演会・大会などに参加したことが
　　　　ありますか
質問35　参加したことがある人は、それぞれどんな会場ですか
質問36　参加しなかった理由は何ですか
質問37　人権・同和問題の理解を深めるために、最も効果的であるとあなたが思うのは
　　　　どれですか
質問38　佐賀市では人権・同和問題について各種啓発を行っていますが、あなた自身の
　　　　人権意識についてどう思いますか

（５）あなた自身のことについて
Ｑ１　あなたの年齢は
Ｑ２　あなたのお住まいの地域は
Ｑ３　あなたの職業は

◎佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
◎人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
◎世界人権宣言  
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Ⅰ　人権・同和問題に関する市民意識調査の概要

Ⅱ　調査結果と課題

（１）人権問題全般について

（２）様々な人権問題について

佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

（１）調査の目的

（４）集計による補正係数

（５）留意事項

（２）調査の概要

（３）留意事項

　質問１　あなたは、人権・同和問題に関心を持っていますか。（○は１つ）
※人権・同和問題とは、同和問題をはじめとする女性、子ども、障がいのある人、高齢者、外国人への
　偏見や差別、インターネットによる人権侵害などの様々な人権問題です。

　質問２　あなたは、今、自分の人権が守られていると思いますか。（○は１つ）

　質問３　あなたは、あなたはこの５年以内に、他人の人権を傷つけたことがあると思いますか。
　　　　　（○は１つ）

　質問10　今の社会には、人権にかかわるいろいろな問題がありますが、あなたが関心のある
　　　　　 もの、重要と思われるものを選んでください。（○はいくつでも可）

※働く人に関する問題（各種ハラスメント《セクハラやマタハラ、パワハラ》や長時間労働など）を含みます。

（３）啓発活動について

２　調査報告書の活用について

表１　調査の概要

表３　補正係数

調査地域

調査対象

抽出者数

抽出方法

調査方法

調査時期

回収結果

旧市町村 対象人口 人口比 抽出者数 補正係数 補正抽出者数 補正構成比

佐賀市全域

市内に居住する18歳以上の男女

3,500人

旧市町村ごとに住民基本台帳から年齢階層別に無作為抽出

郵送による配布、郵送による回収

令和2年9月1日～10月15日

回収数　1,095人/　回収率　31.3％

旧佐賀市

旧諸富町

旧大和町

旧富士町

旧三瀬村

旧川副町

旧東与賀町

旧久保田町

佐賀市

16,355人

1,127人

2,256人

430人

140人

1,753人

826人

812人

23,699人

1,750人

230人

410人

210人

140人

340人

210人

210人

3,500人

131,310人

9,050人

18,109人

3,449人

1,124人

14,075人

6,632人

6,523人

190,272人

9.346

4.901

5.501

2.046

1.000

5.156

3.934

3.869

69.0％

4.8％

9.5％

1.8％

0.6％

7.4％

3.5％

3.4％

100.0％

69.0％

4.8％

9.5％

1.8％

0.6％

7.4％

3.5％

3.4％

100.0％
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この冊子は、1部あたり203.04円で作成しています。
(ただし人件費など間接経費は含まれていません。)

　佐賀市では、「佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」を制定するとともに「第２次

佐賀市総合計画（後期基本計画）」において「人権尊重の確立」を重要施策として位置づけて

います。また、平成31年３月に改訂しました「佐賀市人権教育・啓発基本方針」のもと、「す

べての人の人権が尊重され、共に支え合い、共に生きることができる『共生社会の実現』」を

めざして、市民の皆様と一体となった人権・同和教育、啓発事業に取り組んでいます。

　この「人権・同和問題に関する市民意識調査」は、市民の人権・同和問題についての意識状

況を明らかにすることによって、今後の人権・同和教育、啓発事業の効果的な推進を図ること

を目的として、昭和61年度から５年毎に実施しています。

・比率はすべてパーセントで表し、小数点第２位を四捨五入して算出しました。そのため、

　合計が100％にならない場合があります。

・比率は、各質問の「件数」を基数として算出しています。

・複数回答が可能な質問においても、比率算出の基数は「件数」とし、該当する選択肢に

　○印をつけた人が全体からみて何％なのかという見方をしました。したがって、各選択肢

　の比率を合計すると100％を超える場合があります。

・表記の関係上、質問項目を短縮して表示しています。

　今回実施したアンケート調査は、調査対象者の抽出率が旧市町村ごとに異なっています。そ

こで佐賀市全体としての意見を把握するために、旧三瀬村を1.00として以下の補正係数を乗じ

て集計分析を行いました。

　なお補正係数は、補正した抽出者数の構成比が旧市町村の調査対象の人口構成比と同じにな

るような値を設定しています。

・比率はすべてパーセントで表し、小数点第2位を四捨五入して算出しました。そのため、合計

　が100％にならない場合があります。

・比率は、各質問の「件数」を基数として算出しています。

・複数回答が可能な質問においても、比率算出の基数は「件数」とし、該当する選択肢に○印を

　つけた人が全体からみて何％なのかという見方をしました。したがって、各選択肢の比率を合

　計すると100％を超える場合があります。

・表記の関係上、質問項目を短縮して表示しています。

・今回の調査結果は、旧市町村の回答数に上記表3の補正係数を乗じた値（小数点第1位を四捨

　五入して整数値とする）の割合となっています。

・属性に関する質問項目については、補正係数による補正を行わず実数を集計しています。
毎月11日は「人権を考える日」です。

(目的)

(市の責務)

(市民の責務)

(施策の推進)

(啓発活動の充実)

(推進体制の充実)

(審議会)

(補則)

平成17 年10 月１日　
条例第113号 　

　人権・同和問題について、「非常に関心がある」と「ある程度関心がある」と答えた人の合計

74.0％で、前回よりも8.6ポイント高くなっています。特に「ある程度関心がある」と答えた人が

61.7％と高い割合を示しています。年代別に見ると「18～29歳」の80.6％の人が、人権・同和問

題に関心があると答えています。一方、「あまり関心がない」「関心がない」と答えた人の合計は

24，5％です。

　人権・同和問題に関心のない人が一定数います。今後もあらゆる年代において人権・同和問題の

関心が高まるように取り組んでいく必要があります。

　昭和４０（１９６５）年８月１１日、「同和問題は人類普遍の原理である人間

の自由と平等 に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に

かかわる課題である。」とした「同和対策審議会答申」が出されました。 

　佐賀市では、平成１２（２０００）年８月から毎月１１日を「人権を考える

日」と定め、地域や職場、学校、家庭で人権について考える機会をつくり、理解

と認識が深まるよう啓発を行っています。

ひとりで悩まず相談ください。

・みんなの人権１１０番（法務局）　　　　０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）

・子どもの人権１１０番（法務局）　　　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

・女性の人権ホットライン（法務局）　　　０５７０－０７０－８１０（ナビダイヤル）

　　平日（年末年始除く）８時半～１７時１５分

・インターネット人権相談受付窓口（法務局）　　https://www.jinken.go.jp/

・人権啓発センターさが（佐賀県）　　　　　　　０９５２－２５－７２２９

　　平日（年末年始除く）９時～１７時

・人権心配ごと相談（佐賀市）　　　　　　　　　０９５２－４０－７０８５（問）

　　毎週火曜日 １３時半～１６時半

　　佐賀市役所 本庁1階 市民相談コーナー

　　※支所は月1回程度

セクハラやマタハラ、パワハラ

　セクハラとはセクシュアルハラスメントの略で、性的な言動が行われ、拒否し

たことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなったりすることです。

マタハラとは、マタニティハラスメントの略で、妊娠や出産、育児を理由として

精神的・身体的苦痛を与えることです。

　パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職務上の優位性を背景に、業務の

適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたり

する行為のことです。

　これらのハラスメントは職場における人権問題として社会的な関心を寄せられ

ますが、職場を離れた地域社会の中でも見受けられます。

人権擁護委員とは？

　人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めた

りする啓発活動をしている民間の方々です。

　人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め，地域の中で人権が侵害さ

れないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもの

で，諸外国に例を見ない制度として発足しました。

　人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約１４，０００人が法務大臣から委嘱され、全国

の各市町村に配置されています。佐賀市には２３人（令和３年３月現在）の方々が積極的

な人権擁護活動を行っています。

　自分の人権が「十分守られている」、「ある程度守られている」と答えた人の合計は91.1％と高

い割合を示しています。一方、「あまり守られていない」と「守られていない」と答えた人の合計

は7.4％で、人権が守られていないと感じている人がいます。

　他人の人権を傷つけたことが、「あると思う」と「あるかもしれない」と答えた人の合計は

44.9％です。一方で、「傷つけたことはないと思う」と答えた人は53.4％となっており、前回

（31.3％）より22.1ポイント増加しています。

　
第１条　この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国
憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である
部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、根
本的かつ速やかに部落差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって人権尊重を基調とする明るく住
みよい佐賀市の実現を目指すことを目的とする。

第２条　市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高
揚に努めるものとする。

第３条　すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる
差別をなくすための施策に協力し、自らも差別を助長するような行為をしないよう努めるもの
とする。

第４条　市は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために人権擁護
意識の普及、高揚等の必要な施策について、市民及び関係団体と協力の上、推進に努めるもの
とする。

第５条　市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力を密にし、充実した人権教
育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるも
のとする。

第６条　市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための諸施策を効果的に推進するた
め、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

第７条　部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、佐賀市
部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
２ 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

第８条　この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則 
この条例は、公布の日から施行する。

（財政上の措置）

（施行期日）

（見直し）

　　 
第九条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に
係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

　　　附　則 

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の
属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。 

第二条　この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律
第百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策
の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直
しを行うものとする。

　最も多かった答えは「新型コロナウイルス感染症に伴う人権問題」（51.9％）で半数を占めてい

ます。次いで「障がいのある人」（46.9％）、「インターネットによる人権侵害」（46.7％）「働

く人に関する問題」（44.1％）の順で比較的高い関心が示されています。

　身近で関わりのある人権問題への関心が高くなる傾向にあります。今回調査の実施期間中に、

新型コロナウイルス感染症に感染した人や医療従事者、その家族等に対する誹謗中傷が報道されま

した。また、インターネット配信番組の中での出演者のふるまいに対しネット上での暴言・中傷が

相次いだことで、その出演者が自殺に追い込まれる事件が起きました。こうした社会的な関心事が

調査結果に影響していると考えられます。

　様々な人権問題について、「自分ごととして」考える教育・啓発が求められます。

　研修会などの参加について「参加したことがない」と答えた人は6割以上を占め、前回から

大きく増加しています。参加しなかった主な理由としては、「開催自体知らなかった」「内容

に興味が持てない」があげられていますが、最も効果的な啓発活動については、「新聞・テレ

ビ・ラジオでの啓発活動の充実」「市報『さが』の特集号で啓発」「地域の研修会・学習会活

動の充実」と答えた人が多くいます。

　まずは「開催自体知らなかった」人には各種メディアや市民活動団体への情報提供のあり方

を工夫し、より多くの人に人権・同和問題に関心を持ってもらい、正しく理解してもらうよう

な啓発活動を行っていきます。

　本調査報告書では、現状分析や前回調査との比較を行い、これから取り組むべき人権・同和

問題に対する考察を加えました。調査結果をとおして、市民の人権・同和問題に関する理解や

考え方、行動の傾向を知る手がかりを得ることができました。また、啓発をすすめていく上で

の注意点や課題を把握することもできました。

　同和問題をはじめあらゆる差別の解消に向け、また、市民の人権意識のさらなる向上のため

に、この調査報告書を十分に活用し、佐賀市の人権・同和問題に対する教育および啓発活動の

推進に役立てていくように考えています。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（定義）

（基本理念）

（国の責務）

（地方公共団体の責務）

（国民の責務）

（基本計画の策定）

（年次報告）   

第二条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をい
い、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を
深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。 

 
第三条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他
の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、
これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性
の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。 

 
第四条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 
第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏
まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

第六条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄
与するよう努めなければならない。 

第七条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人
権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

第八条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての
報告を提出しなければならない。 
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　質問４　あなたはこの５年以内に、人権侵害を受けたことがありますか。（○は１つ）

　質問５　あなたがこの５年以内に、受けたり、見たり、聞いたりした最も印象に残る人権侵害
　　　　　はどのような内容ですか。（○は１つ）

　人権侵害を受けたことが「ある」と答えた人の割合は12.5％となっており、前回（10.2％）から

2.3ポイント増加しています。

　人権侵害が起きないように今後も継続して人権教育・啓発に努めていかなければなりません。

　最も多かった答えは「うわさや悪口」（32.7％）で、次いで「各種ハラスメント」（14.6％）、

「いじめや嫌がらせ」（8.9％）の順となっています。「各種ハラスメント」は前回より11.9ポイン

ト増加しています。
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　質問６　あなたがこの５年以内に、人権侵害を受けたり、見たり、聞いたりする中で最も印象
　　　　　に残る人権侵害はどのような場面ですか。（○は１つ）

　質問７　もし、あなたが人権侵害を受け、自分ひとりでは解決できないと判断したときにどう
　　　　　しますか。（○は１つ）

　最も多かった答えは「職場」（20.9％）で、前回（16.0％）より4.9ポイント増加しています。

次いで「インターネット上」（19.6％）、「地域社会や公共の場」（19.5％）の順となっていま

す。

　質問５に対する回答で「各種ハラスメント」が増えていること、質問６では人権侵害が「職場」

で多く見受けられていることが調査結果にあらわれています。企業や事業所向けの人権教育・啓発

が求められています。

　最も多かった答えは「家族や親戚に相談」（33.4％）、次いで「友人や知人に相談」（22.3％）

となっています。一方、人権問題の専門的な相談先として「法務局や人権擁護委員」の存在を認知

している人は６％で、「何もしない、がまんする」と回答した人が6.3％です。

　「法務局や人権擁護委員」等の相談窓口があることを周知することが必要です。

※前回調査の「家族や親戚、友人や知人への相談」は、今回調査では
　「家族や親戚に相談」、「友人や知人に相談」の２つの項目に分けて
　調査しました。
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友人や知人に相談
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民間の相談窓口に相談

その他

家族や親戚に相談

学校や職場に相談

警察に相談

法務局や人権擁護委員に相談

何もしない、がまんする

無回答

　質問８　あなたは結婚や就職のときに、その相手方などの身元調査や信用調査をすることにつ
　　　　　いてどうお考えですか。（○は１つ）

　質問９　佐賀市では平成26年７月から本人通知制度を導入しています。
　　　　　本人通知制度を知っていますか。（○は１つ）

　「絶対やめるべきだ」と「やめた方がよい」と答えた人の合計は44.9％で、「やむを得ないこと

だ」と「必要なことだ」の合計の28.0％を上回っています。また、「わからない」は21.7％です。

　身元調査や信用調査について、肯定的に考える人が全体の３割弱となっています。一方、「わか

らない」と回答した人が２割います。身元調査や信用調査は差別につながることを啓発する必要が

あります。

　「知らない」（78.5％）と答えた人が全体の８割弱を占めています。　　　

　個人情報の悪用による人権侵害を抑止するために、本人通知制度があります。この制度を知って

いる人は前回の調査時では24％、今回は19.5％に減少しています。自分の個人情報を守るための制

度であることを周知していくことが必要です。　

※本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍などを本人等からの委任状
を持参した代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対
してその交付した事実を通知する制度です。
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　前回調査から5年経過しています。人権問題への関心は高まっているものの人権意識は前回

調査とあまり変わっていないことから、人権問題を自分の問題として捉えていくことが必要と

なってきます。時代の変化に伴いインターネット上での人権侵害など新しい人権問題が起きて

いますが、長い間取り組んできた同和問題についても残念ながら解決されていません。このよ

うな現状を踏まえ、市民全体の人権意識の高揚を図り、今後もより効果的な教育・啓発に努

め、すべての人の人権が尊重され、共に支え合い、共に生きることができる「共生社会の実

現」を推進していかなければなりません。

　人権問題に「関心がある」(65.4%)、自分の人権について「守られている」(88.1%)という

肯定的な回答が多い結果となっています。しかし、一方で、人権侵害を受けたことがあると感

じている人は10.2%と10人に1人の割合となっています。この人権侵害については、「地域社

会や公共の場」「インターネット上」「職場」で目にしたり、体験した人が多く、自分一人で

解決できないときには半数以上の人が「家族や親戚、友人知人」に相談しています。「何もし

ない、がまんする」人も見受けられます。

　このようなことから、人権を守るためには社会全体で人権問題について正しい認識を持つこ

とが大切となります。万一、人権侵害が起きた場合、自分の問題として捉えるような人権意識

を多くの人が持つことも重要です。そのためには人権意識が高まるような教育・啓発を行うこ

とが大切で、あわせて、身近に安心して人権に関する相談窓口があることを広く市民へ周知し

ていかなければなりません。

　同和問題について、今も差別が続いていることを「知っている」と答えた人は全体の約7割

を占めています。また、子どもの結婚相手が同和地区出身と知ったときの対応として、「子ど

もの意思を尊重する」(64.3%)、「結婚に反対」「わからない」と答えた人は32.8％います。

現在の同和問題については、「結婚問題」「身元調査」「就職や職場での不利な扱い」と感じ

ている人が多く、自分に関わったときにこのような問題に直面しています。同和問題の解決に

ついては約3割の人が「そっとしておくのがよい」と答えています。

　同和問題を解決するためには継続的な学習が必要です。「そっとしておく」のではなく同和

問題を正しく学ぶことで解決への道が示されることから、生涯に渡り学習できる機会を提供し

ていくように努めなければなりません。

Ⅵ　まとめ

１　調査結果の概要について

（１）人権問題について
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( )人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（目的）

平成十二年十二月六日
法律第百四十七号

　 
第一条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、
信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の
情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及
び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資すること
を目的とする。

　質問11　女性の人権についておたずねします。
　　　　　 あなたが女性に関することがらで、特に問題があると思われるのはどのようなこと
　　　　　 ですか。（○は３つまで）

　質問12　子どもの人権についておたずねします。
　　　　　 あなたが子どもに関することがらで、特に問題があると思うのはどのようなこと
　　　　　 ですか。（○は３つまで）

　※子どもとは児童福祉法に基づく満18歳に満たない者です。

　おもな部落差別（「部落」と見なされた地域の出身者・居住者に対する差別）として、以下が挙げ
られる。ⓐ結婚差別（部落出身者と非出身者の結婚は増加しているが、結婚に際して周囲から反対・
妨害に遭うケースは減っていない）、ⓑ就職差別（近時は改善してきたが、企業が、部落の所在等が
掲載された『部落地名総鑑』を購入して社員の採否の材料に用いていた）、ⓒ教育差別（部落出身者
の子どもの高等教育進学率は、非出身者と比べて遜色が無くなってきているが、学力格差は依然とし
て解消しきれていない）、ⓓ無根拠な偏見の流布（いずれも事実無根である「部落では近親婚が多い
ため障害者が多い」「部落出身者は、江戸期の賤民の血筋を引いている」「部落では犯罪率が高い」
等の偏見・誤解とそれにもとづく不当な異質視は収まっていない）、そして、ⓔネット空間における
差別（部落所在地とされる情報や、部落出身者に対する賤称、上記ⓓのような誤解・偏見がＳＮＳ等
に書き込まれたり、上記ⓒの『部落地名総鑑』がネット上に掲載されたりするなど）、である。

　部落差別解消推進法は、まさに部落差別の新局面ともいえるⓔネット空間における差別という問題
を強く意識しつつ、部落差別の解消に向けた決意を改めて宣誓するものである。立法の「目的」を記
した同法第１条では、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に
関する状況の変化が生じていることを踏まえ」と現状認識を示した上で、「部落差別の解消を推進
し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする」と述べられている。

　市民意識調査では、【質問２３】において、部落差別解消推進法を知っているかについて尋ねてい
るが、「知らない」および「聞いたことはあるが内容までは知らない」が、ここでも８割を超えてい
る（８５．７％）。また、本調査の第Ⅳ部（【質問２４】～【質問３２】）では、特に部落差別問題
に焦点を合わせた一連の設問を置いている。部落差別の現況を問うた【質問２７】を見ると、前述し
た結婚差別、就職差別、身元調査、インターネット上を含めた差別的言動など、差別の態様について
的確に認識されていることがうかがわれる。加えて、親しい知人や同僚が「部落出身者」であること
が分かった場合（【質問２８】）や、わが子が「部落出身者」と結婚しようとしている場合（【質問
２９】）にも、それを理由として特に態度を変えたりしないと考える人が多数を占めていることも心
強い結果ではある（ただし、後者【質問２９】については「わからない」という回答が２割あること
には留意を要する）。しかし他面、【質問２４】を見ると、部落差別が今も続いていることについて
知っているかという質問に対して、「よく知っている」と「少しは知っている」の比率が前回比７．
７ポイント減少の６０．７％になり、逆に「まったく知らない」は前回より８．３ポイント増加して
３７．０％に昇っており、この部落問題を「知らない」割合の高まりはおおいに懸念されるところで
ある（なお前回調査は、２０１５年実施）。確言はできないものの、【質問２６】において、部落差
別を知ったきっかけとして、「家族」がはっきりと増えた反面で、「学校の授業」が（選択肢の中で
は最多ではあるけれども）微減している結果と考え合わせると、小中高校等の人権学習において、部
落問題を取り上げる教育力が減退している可能性もある。教育委員会を含めた行政としても、研修会
の開催や解説リーフレット等の作成・配付など、学校の人権学習を後押しするための支援策を検討す
べきであろう。

　前節では「２０１６年人権３法」を糸口として、障害者の人権、ヘイトスピーチ、部落差別につい
てはやや詳論したので、本節では、それ以外の人権課題について、いくつかピックアップして瞥見し
ておこう。

　まず、ジェンダー／セクシュアリティに関わる質問項目を見ておこう。前者「ジェンダー」とは、
各人の性別（おもに戸籍上・身体上の性別）にもとづいて、それが女性だから／男性だからという理
由で、その人の生き方に一定の枠をはめようとする意識・慣習・制度をいう。一般には「女ならば○

○して当然だ」とか、「男のくせに△△するなんて許されない」などと言われるときに、その基に
なっている見方のことである。他方、後者「セクシュアリティ」とは、個人ごとに多様な「性のあり
方」をいう。その主要な要素として、各人が自分自身の性別をどのように意識・自覚しているかとい
う「性自認」、自分の恋愛感情や性的欲求がどの性別の人に向かうか（あるいは向かわないか）とい
う「性的指向」などが含まれる。

　【質問１１】では「女性の人権」について、選択肢のなかから「特に問題があると思われるもの」
を選んでもらっている（複数回答）。もっとも回答割合が多かったのは、前回調査と同様「家庭・職
場・地域での男女の固定的な役割分担意識をおしつけること」（４３．１％）であった。この選択肢
に言われている「男女の固定的な役割分担意識」が、まさに「ジェンダー」であり、その典型が「夫
が外で働き、妻が家を守るべきだ」という考え方である。前年度（２０１９年度）に本市で実施され
た男女共同参画に関する市民意識調査によれば、実に市民の７割（７０．３％）までが、この「夫が
外で働き、妻が家を守る」という考え方に対して、否定的な意見（「反対」「どちらかといえば反
対」）を持っている。しかし、平日の家事従事時間についての回答を見ると、女性の半数以上（５
４．５％）が「２時間以上」家事をおこなっている反面、男性の４分の３（７４．６％）までが「１
時間未満」しか家事をやっていない、という明白な対比がある。タテマエでは〝もはや「男が働いて
稼ぎ、女はもっぱら家事・育児・介護をする」なんて時代遅れだ〟と分かっていても、しかし実態と
しては「男女の固定的な役割分担（意識）」が今なお根強く残っていると言わざるをえない。

　この「男女の固定的な役割分担意識」（ジェンダー）は、同じ【質問１１】のなかで一定の回答割
合を占めている「職場における採用時や昇進・昇格等の差別待遇」（２６．５％）や「政策や方針を
決定する過程に女性が十分参画できない」（１４．２％）にも直接的に関わっている。〝女性は家庭
（家事・育児・介護）〟という固定的な性別役割意識（ジェンダー）が足かせになるために、女性が
政治家として選挙に立候補したり、会社でキャリアを積んで課長や部長に昇進したりすることが少な
くなるのであり、そのように女性が政治や企業トップに少ない現実によって、「政治は男の仕事」
「会社の上司といえば男性」という世間の見方をますます再強化してしまうのである。つまり悪循環
だ。国際的な男女共同参画の進捗指標（世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャップ指数」）におい
て、日本は、２０１８年が１１０位（１４９か国中）、２０１９年が１２１位（１５３か国中）と、
世界的にもきわめて下位に沈んだままである。

　【質問１７】では、ＬＧＢＴなど性的少数者に対する人権侵害について尋ねている。性的少数者と
は、前述の「セクシュアリティ」にかかわる少数者をいう。社会では、性自認に関して、戸籍上（身
体上）の性別と（まったく／おおむね）合致した性自認を有している人が多数派とされる。また、性
的指向について、異性のみに恋愛感情や性的欲求をいだく人が多数派とされる。この点、ⓐ戸籍上
（身体上）の性別と、自分が意識・自覚する性別（性自認）が一致せず、戸籍上（身体上）の性別に
違和感があって、自分の性自認に即した生き方を望む人たち（Ｔ：トランスジェンダー［性別違和
者］）。ⓑ自分の性自認と同じ性別の人（同性）に恋愛感情や性的欲求をいだく人たち（Ｌ：レズビ
アン［女性同性愛者］、Ｇ：ゲイ［男性同性愛者］、Ｂ：バイセクシュアル［性愛の対象が同性と異
性の両方である両性愛者］）。これらⓐとⓑの、いずれかの（または双方の）特徴のセクシュアリ
ティの人たちが、性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）である。なお、性的少数者には、ＬＧ
ＢＴ以外のタイプ人もいる。性（セクシュアリティ）の多様性に留意しておきたい。

　本問では、ＬＧＢＴなど性的少数者に対する「理解不足や誤解偏見」を選ぶ人が最多を占めた。特
に、アメリカ、フランス、イギリスという有力国において、同性カップルの法律上の結婚である「同
性婚」を認める立法や裁判が相次いだ２０１３年前後を皮切りに、日本のテレビ・新聞などでも「Ｌ
ＧＢＴ」という言葉を頻繁に見聞きするようになった。また、２０１５年には東京都渋谷区が、全国
に先駆けて「同性パートナーシップ証明制度」を始めて話題になった。そうした効果もあって、以前
に比べれば、少なくとも「ＬＧＢＴ」という言葉を知っている人はずいぶん増えてきた印象がある。
だが、その意味内容や、性的少数者の置かれた状況や困難まで了解している人は、まだまだ多いとは
言えない。

　同問の選択肢になっている「本人の了解をえずに性的指向を他人に伝えること（アウティング）」

Ⅲ．そのほかの大事な人権課題のいくつかについて

（イ）ジェンダー／セクシュアリティをめぐって

でも深刻な被害が生じている。当事者本人の同意の無いまま、無断でその人のセクシュアリティ（性
的指向や性自認）を暴露する行為を「アウティング」というが、性的少数者に対する人権侵害行為の
中でも特に許されないものの一つである。自分の性的指向や性自認を他人に無断暴露されたアウティ
ング被害について、性的少数者の４分の１（２５％）までが経験しているという調査結果もある。

　ＬＧＢＴなど性的少数者に対する人権侵害として、この【質問１７】では、上記の「アウティン
グ」のほかに、「職場や学校等で嫌がらせやいじめがあること」や「悪意のある噂や差別的言動があ
ること」も選択肢とされている。この点、２０２０年６月に施行された「改正労働施策総合推進法」
が注目される（２０１９年５月制定）。同法は、通称「パワハラ規制法」と呼ばれている。職場にお
けるパワーハラスメントを「優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業
環境を害する」行為と定義し、こうしたパワハラ行為を禁止することを主旨とする法律である。この
パワハラ規制法（改正労働施策総合推進法）に関する厚生労働省の指針（２０２０年１月）では、パ
ワハラに該当する「精神的な攻撃（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言）」の一例として「人格を否
定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む」と
明記された。加えて「個への侵害（私的なことに過度に立ち入ること）」の一例として「労働者の性
的指向・性自認……等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
こと」も明示された。すなわち、相手の性的指向や性自認を侮辱や嘲笑の対象にするような行為（典
型的には、同性愛者を笑いのタネにする〝ホモネタ〟や、戸籍上の男性が女性的な装いや振る舞いを
することをからかう〝おかまネタ〟などが該当する）や、性的指向や性自認を無断暴露する「アウ
ティング」行為も、パワハラ行為の一種として法的にも禁止されたことを意味する。パワハラ規制法
は、ひとまず職場（企業）を対象としたものではあるが、性的指向や性自認に対する攻撃をふくめた
パワハラ防止の考え方は、学校や地域などでも広く実践されるべきものである。

　【質問１５】は「外国人の人権」に関して「特に問題があると思う」ものを選択肢から答える設問
（複数回答）である。回答割合が多かったのは「言葉や文化の違いから、社会とつながりにくいこ
と」（５４．３％）、「保健・医療・福祉、防災、教育等の生活に必要な情報がわかりにくいこと」
（３８．７％）であった。これに関して、２０２０年３月に文部科学省が発表した「外国人の子ども
の就学状況等調査結果」によれば、日本に住民票があり、小中学校の就学年齢に当たる外国籍の子ど
ものうち、学校に通っているかどうかが分からない「就学不明」の状態にある子どもが「２万２００
０人」あまりに昇る可能性があるという。外国人の子どもたちが学校に通えない（通わない）状態に
置かれている主要因の一つとして、満足な日本語教育を受けられないため、授業中に日本語でおこな
われる先生の説明や板書を理解することができず、教室に居たたまれなくなってしまう事情などがあ
るとされる。外国籍の子どもたちは日本の義務教育の対象では無いが、日本も批准している「国際人
権規約（Ａ規約：経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約）」の第１３条には「この規約の
締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める」と定められており、希望する外国人の子ども
たちに教育を提供することは国際法上の義務である。

　本問では「就職、職場で日本人より悪く扱うこと」を選んだ回答も多かった（前回比１１．０ポイ
ント増の２７．５％）。確かに、外国人労働者の多数を占めるのは、いわゆる「単純労働者」であ
り、労働権も充分に守られない不安定な就労を甘受させられている。１９８０年以降（特に１９９０
年の入国管理法の改定以後）に来日した外国人を「ニューカマー」と呼ぶが、ニューカマー外国人の
約２割までが、派遣社員など間接雇用で働いているとされる（これは日本全体の平均２．５％と比べ
て顕著に高い）。今般のコロナ禍によっても、相当数の外国人が失業や休業に追い込まれたことが危
惧されている。

　また、外国人の労働に関しては「技能実習生」制度が、特にアジア諸国出身の外国人実習生に、非
人間的な労働を強いてきた（いる）ことも知られている。最低賃金に遠く及ばない低報酬で働かされ
た上に、逃走防止のため通帳や印鑑、キャッシュカードから、果てはパスポートや携帯電話まで取り
上げられ、粗悪なアパート等で生活させられるような状況が各地に存在していた。引きつづき注視を
要する問題である（＊鈴木江理子「新型コロナウイルス感染症拡大と移民／外国人」前掲『ヒューマ
ン・ライツ』、安田浩一『ルポ差別と貧困の外国人労働者』光文社、2010年、ほか）。

（ロ）外国人の人権

　２０２０年５月に、ネット配信番組に出演していたある女子プロレス選手が自死した。出演者の一
人が、プロレスの衣装を誤って洗濯して使えなくしてしまい、そのことを理由に、同選手が相手を強
く非難する場面が放送された。このシーンをめぐって、ＳＮＳ上で「早く消えてくれよ」「吐き気が
する」といった暴言・中傷が相次ぎ、その選手は「毎日１００件近く率直な意見。傷付いたのは否定
できなかったから」と投稿した後、みずから命を絶ったとされる。コロナ禍の「緊急事態宣言」に
よって世の中が沈鬱とする最中に報じられたこの事件は、大きな衝撃とともに受け止められ、ＳＮＳ
上での暴力的な投稿が改めて社会問題化するきっかけとなった。

　今回の市民意識調査でも、さまざまな人権問題のなかから回答者が「関心のあるもの、重要と思わ
れるもの」を選択する【質問１０】において「インターネットによる人権侵害」を多くの人（４６．
７％）が選んでいる。さらに、「インターネットによる人権侵害」として「特に問題があると思われ
る」もの（複数回答）を尋ねた【質問１８】を見ると、このプロレス選手の事件で論点になった選択
肢が、前回よりも多く選ばれている。すなわち、「他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現
等、人権を侵害する情報を掲載すること」（６５．６％）、「情報の発信者が匿名の場合が多いた
め、被害者が救済されにくいこと」（３７．０％）、「情報の発信者が匿名の場合が多いため、利用
者の倫理観が低下しやすいこと」（２９．８％）である。このうち、とりわけ二つめの選択肢は、前
回比で１０ポイント強の増加となっており、市民の関心の高まりがうかがわれる。

　この選択肢「情報の発信者が匿名の場合が多いため、被害者が救済されにくいこと」に関しては、
上述の事件などを受けて、関連法制度の改正が進められている。ネット上で匿名の誹謗中傷を受けた
被害者が投稿者を特定しやすくするための制度の見直しで、これによって、投稿者の氏名等を開示請
求する訴訟の負担が軽減され、被害者の救済と悪質な投稿の抑止を図ることがめざされている（２０
２１年の通常国会において関連法の改正が見込まれている）。

　なお、ネットの世界は、一見すると匿名のように感じても、実際には、さまざまな手法によって最
終的には個人（発信者・投稿者）が特定される点で、確実に〝足が付く〟場である。インターネット
にアクセスするたびに「ログ」と呼ばれる足跡（履歴）を残しているし、たとえ個人名や地域名など
を伏せて投稿しても、投稿時間のパターンや投稿内の言葉づかい、写真の背景、制服のデザインなど
から、投稿者個人が特定される（さらに場合によっては、投稿内容が問題視され、いわゆる〝炎上〟
する）ケースも少なくはない。自他の人権（個人情報や名誉など）に対して、現実の（リアルな）社
会と同様の慎重な配慮が必要だ。

（ハ）インターネットによる人権侵害

　上述した「ヘイトスピーチ」の問題を追跡してきたジャーナリストの安田浩一は、コロナ禍に乗じ
て、在日コリアンなど外国人に対する差別や排撃の動きが随所で噴出する状況を憂慮しつつ、そこに
「わずかな希望」も見出せるとして、次のように述べている。

たとえば東京や沖縄など各地で実施されたヘイトデモ・街宣──これらは〝やつら〟の思い通
りにおこなわれたわけではない。そこには必ず、ヘイトに反対する人々の姿があった。／差別
主義者が一〇〇人集まれば、その倍の人数が〝カウンター〟として沿道を埋める。ヘイトス
ピーチが路上で飛び交えば、即座に抗議の声がぶつけられる。（＊安田浩一「コロナ禍の差別
と排除」前掲『新型コロナウイルスと私たちの世界』）

ヘイトデモに抗議する多数の人たちは「カウンター」（対抗集団）と呼ばれている、この「カウン
ター」の主体は、ヘイトスピーチの対象にされた在日コリアンでは無く、いわゆる日本人である。ヘ
イトデモに立ち向かう「カウンター」の人たちは、「在日の人びとを守る」というよりは、むしろ
「差別に反対し、日本社会の公正さを守る」ことを任務として意識している、とも指摘される（＊神
原元『ヘイト・スピーチに抗する人びと』新日本出版社、2014年）。

　コロナ禍においても、同じような光明を見いだせるケースがあった。２０２０年の夏、運動部の寮
を中心に１００人を超える集団感染が発生した高校には、確かに感染者に対する心ない言葉も投げつ
けられた。しかし同時に「誹謗中傷が多数あると聞き心が痛みました。全国には皆さんのことを応援
してくれる人もたくさんいます」「病気には誰もがかかるもの。どうぞ皆様、愚かな人たちの愚かな
中傷を気に留められませんように」など、激励の手紙が多数届けられたという。同高校の校長は「全
体では中傷は１割にも達しません。世間には温かい目で見てくれる人も多いのだと知りました。それ
は希望でした」と語っている（＊毎日新聞２０２０年１２月３１日＜夜明けを待って／コロナ禍を歩
く（連載第１回）＞）。

　また、前節［Ⅲ－（ハ）］では、匿名による言葉の刃によって、時として誰かを自死にまで追い詰
めるような、負の側面に着目しておいたＳＮＳ（インターネット）であるが、このＳＮＳもまた、別
の場合には、差別に抵抗するための強力な〝武器〟となりうることがある。近時の好例は「＃ＭｅＴ
ｏｏ」運動であろう。「＃ＭｅＴｏｏ」運動は、アメリカを発信地として、２０１７年の秋ごろから
国際的な一大ムーブメントとなった。ハリウッド映画の大物プロデューサーによるセクハラ疑惑が新
聞報道されたことをきっかけに、セクハラや性暴力の被害を受けた女性たちが「私も（Ｍｅ Ｔｏ
ｏ）被害者だ」と名乗りでて加害者を告発する動きが、米国からヨーロッパ、アジアなどにも拡がっ
た。日本では、航空機の客室乗務員をはじめ、接客業や販売業、窓口業務といった業種において、ハ
イヒールやパンプスなど踵［かかと］の高い靴の着用が、一部の社内規則で女性社員に義務づけられ
ていることに異議を申し立てる「＃ＫｕＴｏｏ」運動（「靴」と「苦痛」をかけた命名）が２０１９
年以降、大きな反響と賛同を呼んでいる。このようにハッシュタグ「＃」を付してインターネット
（ソーシャル・メディア）を通じて拡がる社会運動は「ハッシュタグ・アクティヴィズム」とも呼ば
れている。人種差別や性差別に抗議する運動などにおいて広く活用されている。

　今回の意識調査結果の【質問２】では「あなたは、今、自分の人権が守られていると思いますか」
という問いに対して、９割超（９１．１％）の人たちが「守られている」（十分／ある程度）と回答
している。これは、過去５年以内に人権侵害を受けたことは「ない」人が８５．７％を占めた【質問
４】とも適合する結果である。

　だが、ひとまず「自分の身が守られている」という現状に安穏とするのでは不充分であるという気
がする。身近なところで／社会において、差別や偏見、排撃や抑圧にさらされ、人知れず困窮し、苦
吟する人たちがいる可能性にアンテナを張っておきたいものである。この点、この５年間に自分が他
人の人権を傷つけたことがあると思うかを尋ねた【質問３】において、「他人の人権を傷つけたこと
はないと思う」と回答した人が前回比２２．１ポイントも増えて５３．４％と過半数を占め、逆に
「他人の人権を傷つけたことがあると思う」「自分では気づかないが、傷つけたことがあるかもしれ
ない」という回答が、前回比２２．８ポイントも少ない４４．９％にまで激減しているのが、やや気
懸かりである。学校での「いじめ」問題においてよく指摘されるように、誰かが人権侵害に遭ってい
るにもかかわらず、それを見逃していたり、見て見ぬふりをしていたりするという、問題を看過した
り傍観することによる間接的な加担・関与を含めて、自己の（潜在的な）加害性に対して無自覚に
なっている可能性も否めない。

　在日コリアンに対するヘイトデモをおこなう集団が、聞くに堪えないような口汚い言葉を連呼する
只中で、そのデモ隊を圧倒する数の人たちが、「帰れ」「帰れ」「レイシスト（人種差別主義者）は
恥を知れ」と批判の声を上げたり、「（韓国と）仲よくしよう」や「差別はやめろ」といったプラ
カードを掲げて、デモ隊に向き合ったりするような光景が各地で見られるようになった。このように

Ⅳ．カウンターという希望──むすびに代えて

　とはいえ、【質問１】を見ると、「あなたは、人権・同和問題に関心を持っていますか」という問
いかけに、前回比８．６ポイント増の７４．０％の人たちが「持っている」（非常に／ある程度）と
答えており、人権課題に対する関心の高いことがうかがわれる。この人権・同和問題への関心から発

して、ぜひとも私たちも、差別に対抗する「カウンター」の戦列に加わりたい。とはいえ、いきなり
プラカードを持って街頭に出向くのは、ややハードルが高いかもしれない。それならば、中傷被害に
遭っている人に手紙を書いたり、差別や暴力を告発するＳＮＳの投稿に賛同するのも一策だ。それに
もなかなか手を出せないようであれば、まずは、地域・社会や自分の身の回りで起きている人権や人
格の尊厳を損なうような出来事を捕らえる感受力を研ぎ澄まし、それを周囲の人たちと話題にした
り、自分の中で義憤をたぎらせたりすることから始めてみよう。私たちのそれぞれが、それぞれの持
ち場とやり方において、前述の「差別に反対し、日本社会の公正さを守る」という〝カウンター的な
雰囲気〟を醸成していくことが、ウィズ／ポスト・コロナ時代の人権保障のために、ぜひとも必要で
ある。

ある
12.5％

無回答
1.8％

ない
85.7％

　最も多かった答えは「大人（保護者）が暴力による身体的虐待を行うこと」（60.0％）で、次い
で「子どもの間でいじめが行われていること」（41.5％）、「食事や健康管理等に取り組まない大
人（保護者）がいること」（39.3％）の順となっています。

　最も多かった答えは「男女の固定的な役割分担意識をおしつける」（43.1％）で、次いで「各種
ハラスメント」（37.7％）、「メールやインターネットでの悪質な書き込みや嫌がらせ」
（34.4％）の順となっています。また、「各種ハラスメント」（37.7％）が前回より5.9ポイント
増加しています。

暴力
4.6％

暴力
いじめや嫌がらせ
その他

脅迫や
無理強い
1.5％

脅迫や無理強い
プライバシー侵害
ない

差別的
扱い
7.9％

いじめ
や嫌が
らせ
8.9％

無回答
2.8％

ない
22.0％

その他
1.2％ 各種

ハラスメント
14.6％

プライバシー
侵害
3.8％

うわさや
悪口
32.7％

うわさや悪口
差別的扱い
各種ハラスメント
無回答

※今回調査の「差別的扱い」は前回調査では「差別待遇」、「各種ハラス
　メント」は前回調査では「セクシャルハラスメント」と いう項目で調査
　しました。

その他
1.2％ 無回答

2.1％

何もしない、
がまんする
6.3％

法務局や人権擁護
委員に相談
6.0％

民間の相談
窓口に相談
5.3％

弁護士に
相談
3.7％

警察に相談
5.6％

行政に相談
9.9％

学校や職場
に相談 4.3％

家族や親戚
に相談
33.4％

友人や知人
に相談
22.3％

絶対にやめる
べきだ
8.4％

無回答
2.5％

その他
2.8％

わからない
21.7％

必要な
ことだ
7.9％

やむを得ない
ことだ
20.1％

やめた方が
よい
36.5％

知っている
19.5％

無回答
1.9％

知らない
78.5％

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

令和2年度

平成27年度

　部落差別解消推進法は、２０１６年１２月に制定・施行された。部落差別とは、「『部落』の出身
者や居住者であることを理由として、特定の人たちを差別すること」をいう。つまり、本人の責めに
帰せられない「生まれ」（出自）による差別の一形態である。

（ハ）部落差別解消推進法
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